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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年７月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月９日 １０時２０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市志
し

多
た

賀
か

漁港北東方沖 

 志多賀港沖防波堤灯台から真方位０６７°３,７００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２９.３′ 東経１２９°２６.２′） 

事故調査の経過  平成２３年１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 大
だい

福
ふく

丸、１９.０トン 

   ＮＳ２－１０２２２（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.０２ｍ（Lr）×４.４４ｍ×１.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１８０、昭和６１年１月２１日 

Ｂ 漁船 第八豊
ほう

力
りき

丸、０.５トン 

   ＮＳ３－８８１６５（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.２８ｍ（Lr）×１.６２ｍ×０.６１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３０kＷ（漁船法馬力数）、昭和５９年１１月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年１０月１８日 

    免許証交付日 平成２２年１月２５日 

           （平成２７年１０月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２３歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２１年５月１１日 

    免許証交付日 平成２１年５月１２日 

           （平成２６年５月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽症（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船外機濡損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、対馬市小
お

鹿
しか

漁港に向けて針路約０

０５°（真方位）及び速力約９ノットで帰航中、左舷後方から追い越して

いく漁船に注意を向け、前方の見張りを行っていなかった。 

Ａ船は、小鹿漁港に入港した際、乗組員が、船首部に新しいパラシュー
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ト型シーアンカー（以下｢パラアンカー｣という。）が引っ掛かっているのを

発見し、岸壁上に船長Ｂの車があったものの、港内にＢ船が見当たらなか

ったので、伝馬船でＡ船の入航進路上を航行してＢ船を探したところ、転

覆しているＢ船を発見し、Ｂ船の船底上にいた船長Ｂを救助した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、志多賀漁港の北東方沖で機関を止め

てパラアンカーを入れ、船首を西方に向けて一本釣りを行った。 

船長Ｂは、衝突の約５分前に接近して来るＡ船に気付いたが、Ａ船には

友人が乗っているので、何か用事があって近づいて来るのだろうと思い、

釣りを続けていた。 

船長Ｂは、衝突の約１分前に危険を感じ、機関を駆動して後進にかけた

が間に合わず、平成２３年１月９日１０時２０分ごろ、Ａ船がＢ船のパラ

アンカーのロープに衝突した。 

Ｂ船は、Ａ船が船首部にロープを引っ掛けた状態で航行して同ロープを

引いたため、右舷側から転覆した。 

船長Ｂは、転覆したＢ船の船内に閉じ込められたが、泳いで海面に浮上

し、着ていた救命胴衣や上着を脱いでＢ船の船底に這
は

い上がり、救助を待

った。 

 船長Ｂは、ガソリン混じりの海水を吸引したが、伝馬船に救助されて小

鹿漁港まで搬送された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約７～８m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１７℃ 

 その他の事項  Ｂ船のパラアンカーは、パラシュート部の直径が約１ｍであり、ロープ

の直径が約１０mm、長さが約３７ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、志多賀漁港北東沖において北進中、船

長Ａが、左舷後方から追い越していく漁船に注意

を向け、適切な見張りを行っていなかったことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ａ

船の船首部とＢ船のパラアンカーとが衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、志多賀漁港北東沖においてパラアンカ

ーを使用して漂泊中、Ａ船と同アンカーとが衝突

したものと考えられる。  

Ｂ船は、Ａ船が衝突したのち、Ａ船が船首部に

アンカーロープを引っ掛けた状態で航行したこと

から、同ロープに引かれて右舷側に転覆したもの

と考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船には友人が乗っているので、Ａ

船が何か用事があって接近してきているものと思

い込み、漂泊して釣りを続けたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、志多賀漁港北東沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船がパラアン

カーを使用して漂泊中、船長Ａが、適切な見張りを行っていなかったた
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め、Ｂ船に気付かずに航行し、Ａ船とＢ船のパラアンカーとが衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として次のことが考えられ

る。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 




